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《周知》 ・農業技能実習・特定技能協議会を通じた人権尊重の周知

《教育》
・受入中又は受入れを検討する農業経営体を対象としたセミナー開催
・外国人材の適正受入れマニュアルの作成・公開

《相談対応》 ・外国人材向け相談窓口の開設（７か国語に対応）、農業経営体への助言活動

《確認》 ・農業現場に就労する外国人材の労働環境・生活環境に関する満足度調査の実施

《その他》
・労働基準法適用除外規定の準拠（技能実習生）
・「労働安全」「人権保護」を含む国際水準GAP（農業生産工程管理）の普及・推進

農業分野の外国人材の人権保護の取組

■ 人権ガイドライン

○ 2011年、国連人権理事会でビジネスと人権に関する指導原則が支持され、企業に人権尊重を求める動きが加速。
○ 2022年、日本政府は、国連の指導原則をはじめとする国際スタンダードを踏まえた「責任あるサプライチェーン
等における人権尊重のガイドライン」（以下「人権ガイドライン」）を策定。

○ 農業の業界団体においても、日本農業法人協会が「人権方針」を策定するなど具体的な取組の動き。

○ 対象
日本で事業活動を行うすべての企業・

個人事業主

○ 企業における人権尊重の取組の全体像
① 人権方針の策定
② 人権デューデリジェンス（※１）の実施
③ 自社が人権への負の影響を引き起こし
又は助長している場合における救済

○ 人権尊重の取組に当たっての考え方
① 経営陣によるコミットメントが重要
② 人権侵害リスクはどの企業にもある
③ ステークホルダー（※２）との対話が重要
④ 優先順位をつけて取り組む
⑤ 各企業の協力が重要

＜参考資料：経済産業省ホームページ＞

https://www.meti.go.jp/policy/economy/business-
jinken/index.html

■ 農業の業界団体の主な取組

■ 外国人材の適正な受入れに向けた対応状況

※１ 企業が、自社・グループ会社及びサプライヤー等における人権
侵侵害等を特定し、防止・軽減し、取組の実効性を評価し、どのよ
うに対処したかについて説明・情報公開してくために実施する一連
の行為。

※２ 取引先、自社・グループ会社及び取引先の従業員、消費者、業
界団体、国や地方自治体等

一般社団法人
全国農業会議所

人権ガイドラインを踏まえた
「外国人材の適正受入れマニュアル」の作成・配布

公益社団法人
日本農業法人協会

「人権方針」を策定・公表（令和５年３月）

一般社団法人
全国農業協同組合中央会

JAグループSDGｓ取組方針、JＡグループGAP取組方針に
基づき、各取組の推進
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